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平成 30 年度 第 3 回 市民参加推進会議（会議録概要） 

開催日時   平成 30 年 10 月 24 日（水）午前 10 時から午後 12 時 15 分まで 

開催場所   市役所東庁舎１階会議室 101 

出 席 者   三浦永司会長、宮本副会長、小口進一委員、手塚崇子委員、石田精一郎委員

市川温子委員、金子龍治委員、徳本悟委員、中川幸子委員 

事 務 局   市民活動支援課 岡田課長、池内副主幹、清澤主事補 

傍 聴 者   1 名 

議 題  （１）総合的評価における担当課職員ヒアリングについて 

      （２）平成 29 年度市民参加の実施状況に対する総合的評価について 

資  料 〈資料１〉議題１市民参加推進会議におけるヒアリング対象事業に対する質問内容 

〈資料２〉評価シートまとめ（Ｎｏ．8～Ｎｏ．9追加） 

〈資料３〉評価シート付表まとめ（Ｎｏ．8～Ｎｏ．9 追加） 

  
 

（会議趣旨） 

 総合的評価における担当課ヒアリングを 4事業実施した。 

 日程調整の結果、第 5回会議は 1月 26 日（土）午前 10 時開催となった。 

（第 4回会議日程は、前回会議時に 11 月 26 日（月）午後 2時開催で調整済） 

            

 

（会議内容） 

１ 開 会 

２ 会長あいさつ 

 本日は議題が二つ。担当課の職員ヒアリングと、総合評価の残りの 4 事業です。終了時

間は 12 時まででございます。特にヒアリングもありますので、時間どおり進めたいと思っ

ておりますので、皆様のご協力よろしくお願いたします 

 

３ 議 題  

（１） 総合的評価における担当課ヒアリングについて 

  

 【都市計画課（吉川主査）】はじめに、質問項目の１、審議会について。委員会のメン

バー編成の公平性の考え方についてお答えいたします。 

 委員会のメンバーをサービスを利用する、しないで分類した場合には、利用する側の割

合が少なくなっておりますが、利用しないとして分類された方の中には、学識経験者など

の中立な立場の方や、道路管理者や警察など、交通インフラの管理者としての立場の方な

どもいまして、地域公共交通を考えていくに当たっては必要な構成であり、また、本日提

出させていただいた資料でもお示ししていますとおり、法律で定められた者で構成してい

るということもありまして、おおむね適正であると考えています。なお、交通事業者であ

っても、各交通手段に変更があった場合、良くも悪くも少なからず影響を受けることとな
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りますので、この点においても公平性は保たれているものと考えております。 

 次に、発言権、議決権を有する正式な委員として行政関係職員が入っている理由につい

てお答えいたします。 

 本協議会は、地域公共交通活性化再生法という法律に位置づけられた協議会となってお

りまして、交通網形成計画を策定する際には、この法に定める者をもって構成することと

されているためです。 

 次に、多くの方が公募委員に参加されるためのＰＲにどのように取り組んだか。具体的

に公募委員の募集はどのようなことをしたのかについてお答えします。 

 応募には、広報、ホームページのほか、各センターに募集のポスター、それから、応募

用紙を配置して、約２週間ほど周知をいたしております。 

 次に、十分な議論のためには、委員が多すぎるのではないでしょうか。既存の審議会と

は別に、今回の目的のための少人数の検討委員会を設けることは難しかったのでしょうか

ということについてお答えします。 

 委員数については、法で定められた区分に基づいて、必要と思われる者、及び人数を市

で決定したものです。また、協議会の運営要綱では、協議事項の調査検討には分科会を設

置することができるとされていますが、今回の目的である地域公共交通網形成計画は、市

の公共交通に関する全体の方針を明らかにして、将来にわたり持続可能な公共交通ネット

ワークを形成するための方向性を示すマスタープランとして位置づけるものとなりますの

で、多方面からの意見が期待できる本体の協議会で検討を実施してきたものです。ただし、

市としても24人という人数は限界に近い人数であるとは考えているところです。 

 続きまして、質問項目、アンケートのところに入りたいと思います。 

 一つ目、結果が審議会等で生かされたかについてお答えします。 

 アンケートの分析結果については、協議会で計画を策定する上での基礎資料とし、調査

結果を反映させた形で計画を策定しました。具体的には、計画の方針立ての前提として、

市民の外出特性をまとめたことや、調査結果から見た課題を抽出することで反映をしてお

ります。 

 次に、世帯当たり２票発送とありますが、２票に決めた意味は何でしょうか、世帯１票

で広く意見募集をしたほうがよかったのでは、についてお答えします。 

 アンケートの世帯配布数は3,500票ですが、世帯の中でも、家族のライフスタイルが異な

っていまして、交通手段も違うということもありましたので、より多くの意見を収集した

いということで、できるだけライフスタイルの異なる方にお答えいただくよう、お願い文

を掲載した上で、世帯当たり２票としたところです。また、１世帯当たり１票とする方法

もありましたが、多くの世帯に配布をしても、回収数自体を上げることが難しいと考え、

今回は効率性や採算性を重視して、協議会において審議いただき、決定したものとなりま

す。 

 次に、世帯主を無作為抽出…この段階で男性が多くなっているのではないでしょうかに

ついてお答えします。 

 御質問のとおり、一般的に世帯主が男性である場合のほうが多いかと思いますが、本ア

ンケートの回収結果としては、男性50.6％、女性46.7％とおおむね同程度の回収となりま

した。これは、世帯当たり２通とすることで、男女比率の差異が押さえられたものと捉え
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ております。 

 次に、世帯主に２通を送付。世帯主は無作為抽出ですが、１通分についてはどうでしょ

うかについてお答えします。 

 本アンケートでは、世帯主を無作為で抽出しており、もう１通については、その世帯の

中から自由に回答していただくことになるため、厳密には市が抽出したものではありませ

んが、調査対象である市内在住15歳以上という要件のほかには、市として何ら作為的な抽

出はされていないものと考えております。 

 次に、地区別の特性についての調査と市民全体についての調査と、二つの目的で実施さ

れました。市民全体については、アンケートの回収結果を単純に足すのでなく地区別のう

ウェイトを勘案するべきと思いますについてお答えします。 

 アンケート結果の考察は、主に地域別に検討して、計画に反映しているところですが、

御質問いただいた地区別のウェイトを踏まえた結果の抽出については、次回の課題とさせ

ていただきたいと思っています。 

 次に、アンケート結果は審議会で活用されたのでしょうかについてお答えします。 

 アンケート全体をまとめた調査結果を示させていただいたのは、御質問にもあるとおり、

第３回の会議となりますが、単純集計結果については、速報値として、第２回の会議でも

説明をさせていただいております。また、まとまった調査結果についても、整った時点で

各委員に個別に送付し、御確認をいただいておりまして、この結果を基礎資料として協議

会で御審議いただき、計画策定に活用したところです。 

 次に、質問項目、ワークショップのところですが、結果公表は参加者よりも参加できな

かった人の目に触れる場所にする考えはなかったかについてお答えします。 

 開催記録の公表については、基本的にはホームページ等での公表としておりまして、策

定した計画書の中にもその概要を掲載しているところです。なお、これとは別に、参加い

ただいた方で住所が把握できた方には、個別で別途郵送で結果を送付しております。 

 次に、６、配布資料についての項目です。審議会、パブリックコメント、ワークショッ

プで配布した資料は、どんな内容が記載された資料なのかについてお答えします。 

 審議会については、各議題に応じ、決定いただく内容を記載した資料のほか、必要に応

じてデータの分析結果を図面に落とした資料などを添付しております。パブリックコメン

トについては、計画書の形になったそのものを案として資料としております。 後に、ワ

ークショップについては、グループワークの参考となるように、地域公共交通の現状から

白井市の現状、実施したアンケートの主な結果、また、検討中の将来交通ネットワークイ

メージ図などを資料として、これに対する説明の時間を設けて実施したところです。 

 次に、質問項目、市民の声の反映について。把握された市民の声は、計画素案に十分に

反映されたのでしょうか。パブコメ意見を見ると不安になります。計画に反映できなかっ

た事柄について、市民の丁寧な説明をお願いしたかったと思いますについてお答えします。

 パブリックコメントで寄せられた２件の意見への対応は、それぞれ「既記載」と「参考」

としております。このうち「参考」としたものについては、低床バスやスロープの対応を

盛り込むことを望まれたものでしたが、市内では既に低床バスやスロープなどは法律の基

準を満たすものになっていたことから、特段の計画書への記載をしていなかったものであ

って、協議会においても、「既記載」の扱いでもいいのではないかという意見もありまし
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たが、実際に計画書には記載されていないものであるため、「参考」の扱いとしたもので

す。なお、アンケート等においても、市民からさまざまな要望や意見がありましたが、地

域公共交通に関しては、その市民の居住地域やライフスタイルなどによって、求める交通

手段や望まれる交通網が千差万別であることから、全ての御意見の十分な反映は現実的に

も難しいと考えております。しかしながら、その御意見の内容、どの程度の人がどのよう

な意見をどのぐらい持っているか、こういったことを踏まえて、市として方針を決定する

ことが大事なプロセスであると理解しているところでもありますので、市民への丁寧な説

明というところにつきましては、計画策定後においても心がけてまいりたいと考えており

ます。 

 それでは、質問項目、その他の方法に移ります。 

 ヒアリングの実施に当たって、競合サービス側にはわざわざ訪問してヒアリングしてい

るのに対して、サービス利用者側、地区社協には、文書作成という労力を必要とする意見

応募という方法をとった理由について問うについてお答えします。 

 計画策定の基礎調査に当たっては、市民アンケート調査と、関係団体へのヒアリング調

査を実施しており、内容や対象団体については、協議会において決定をしたところです。

ヒアリングを実施する関係団体は、交通事業者、工業団地協議会、商工会、社会福祉協議

会、病院、それから内部の社会福祉課や高齢者福祉課としましたが、協議会の審議の中で、

高齢者等の意見収集を加えてするべきという意見をいただきまして、アンケートを補完す

るものとして、地区社会福祉協議会への意見募集を追加させていただいたものです。した

がいまして、より多くの意見を収集するため、ヒアリングという形ではなく意見用紙への

記入をお願いしました。なお、設問は、自由意見欄を含め３問としまして、記入の負担を

減らすため配慮をしたところです。 

 それでは、質問項目の共通１、自己評価について。選択した市民参加の手法及び実施し

た市民参加の手法についての自己評価についてお答えします。 

 七つの手法のうち、意見交換会と住民投票を除いた五つの方法で実施をしまして、より

多くの市民参加の機会を提供することができたという点ではよかったと考えています。し

かしながら、タウンミーティングにおいては、事前周知はしたものの参加者が非常に少な

い地域があったことや、どの手法においても、循環バスのルート改正時期と重なってしま

ったことで、将来の市全体の交通網を考えるといった論点から、循環バスルートの話に行

きがちになってしまったということがあったため、実施方法や時期については、今後の課

題と考えているところです。全体としては、この循環バスルートの改正をきっかけとなっ

て地域交通への関心が高まったという一面もあることから、市民参加の手法については、

適当であったと判断をしております。 

 次に、質問項目共通の２、条例等の理解度について。市民参加条例逐条解説及び市民参

加の総合的評価、評価基準を十分に理解していたかについてお答えします。 

 市民参加の実施に当たっては、条例等を確認しながら実施しておりましたので、逐条解

説についても理解しておりました。ただし、評価基準については、この内容を確認できて

いなかったため、理解はできておりませんでした。 

 次に、共通の３、結果の周知。どの項目に関しても、結果、公表の取り扱いが周知され

ていないように思うが、そのあたりはどのようにお考えですかについてお答えします。 
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 結果の公表については、全て何かしらの方法では周知しているところですが、一部の項

目では周知方法が一つだけのものであったり、手法が少ないものがありました。特に、ア

ンケート結果や、関係者ヒアリング結果、これがホームページのみとなっていますが、こ

れは集計や取りまとめに時間がかかったことから、計画策定の基礎資料として、各回の会

議において示させていただいていたものですので、改めて他の手段での公表というのは考

えていなかったものです。今後は、適正な公表時期とその方法について、注意してまいり

たいと考えております。 

 以上で、回答を終わります。 

 【a委員】ご質問ございましたら、挙手お願いします。 

 【ｇ委員】私の質問は、狭義の委員会審議の公平性についてということでお願いして、

その関連質問として、委員会の構成はこうなっていますよということで、利用者側です 

ね。いただいた資料の中では６名、それから、それに対してサービスを提供する側、16 

名、かなりアンバランスになっている。本日いただいた資料を見ても、かなりアンバラン

スなのですね。これで本当に公平性が保たれているのかということを再度聞きたいのです。

 二つ目は、発言権なのですが、少なくとも行政職員が、副市長まで入って、発言権、そ

れから議決権、一応持っているわけですね。普通の委員会ですと、ほかの委員会ですと、

この方々は事務局の参考人になるわけですね。こういう方々が１票を持って、採決に参加

するということになると、非常にバランスを欠くのではないかと。通常ですと、参考人と

して、もし発言が必要であれば、議長に求めて、それから、そもそもここに呼び出すのは、

議長が必要だから呼ぶと、そういう形をとるべきじゃないかと思うのです。 

 それから、関連して三つ目です。８番目なのですけれども、８、その他の方法で、ヒア

リングに対して、ほかの方々はわざわざ出向いて丁寧に時間をかけて説明を聞いているの

です。それに対して、利用者側であります社会福祉協議会、これ、いただいた文書による

と、地区社協の代表者に意見を求めると書いてあるのです。この表の多分一番下の部分が

それに対応するということで出されたのだろうと思いますけれども、これは一般的なアン

ケートであって、地区社協のそれぞれの代表者に聞いたものではないのです。その方々に

対しては、文書を作成して回答しろと。これ、非常にアンバランスじゃないかと、私はそ

う思っているのですけれども。 

 なぜやったかというと、事業者側、サービス提供者、代替サービスを行う事業者、それ

から、そもそもこの事業の推進者であります行政、これに対しては全般的にかなり丁寧な

対応をして、利用者である方々に対しては労力を提供するような、そういうような時間を

かけさせる。そういう対応のように思うのです。したがって、この審議会の審議は、公平

性を欠いているのではないかと、私はそのように思うのですけれども、その辺の見解につ

いていただきたい。 

 【都市計画課（吉川主査）】 

委員会の構成メンバーについては、法律において求められている点というのが一つあり

ます。それから、利用する、しないで分類した場合には、確かにかなり比率が、利用しな

い側のほうが多くなっているように思いますけれども、その利用しない側の中では、ただ

単に利用するだけではなくて、学識経験者の方であったりとか、あとは道路の管理者であ

ったり、警察ですとか、そういった中立的な立場で、インフラの面から公共交通を見てい
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ただくといった委員が入っておりますので、そういったところでは、特にこの法律で定め

られた法区分の対する人数というのは問題ないかと考えています。 

 それから、行政職員ですが、行政職員のほうもこの法律において、この計画を作成しよ

うとする場合には、その地方公共団体が入ることとされております。その中で、行政、地

方公共団体といっても、部署によってさまざまな観点から意見をいただく必要があります

ので、福祉関係ですとか、高齢者、障害者、それから白井市の循環バスでは、第二小学校

区で通学バスに近い形で運行しているところもありますので、教育委員会からもそういっ

たところで、この委員会に入っていただいております。 

 それから、 後の地区社会福祉協議会の意見募集ですが、決して時間をかけていないわ

けではありませんで、地区社会福祉協議会にお願いするときも、代表者会議のところに出

向いて、皆さんにお願いするとともに、確かに代表者のヒアリング１回で済めば、それで

こちらも済むのですけれども、それよりも公共交通のことで、高齢者で同じ地区に住んで

いる方といっても、皆さん、御要望される交通網ですとかネットワークというものが違っ

てきます。ですので、個人の意見を特に収集するように配慮しまして、質問についても簡

単にできるように、文書を作成するとかではなくて、簡単に日々思っていることを書いて

いただくような形になるように配慮をしたところです。 

 【ｇ委員】法律に基づいて入っているということなのですが、副市長に入っているの 

でしょうか。それから、続けて申し上げ、時間の関係で短くしておきますけれども、確か

にこういうメンバーが入らなくてはいけないという法律になっているのかもわからないの

ですけれども、この委員会審議で、この方がフルで出てくる必要があるか。しかも、こうい

う方々、行政官が１票持っていると。採決権を持っている。これは利用者側から出てきた委

員に対してものすごく圧迫感を与えるのではないかと思うのです。これ、もう一度資料要求

させていただきます。こういうメンバーが入っているという法律上の根拠を示してもらいた

いのですが。終わります。 

 【都市計画課（吉川主査）】法律上の根拠というところでは、今日提出させていただい

たところの上に、位置づけというところで、法律名は書いてないのですけれども、地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律というもので書いてあります。その中に、地方公共団

体と書いておりまして、この中で誰を選定するかというのは、法の規定はございません。 

これは市のほうで決定したものになりますので、その根拠というのは、決定が根拠というふ

うになっております。 

 【ｄ委員】確認になりますけれども、ｇ委員がおっしゃっている件については、 

確かに第１号の方が人数は多いと思うのですけれども、その統括されているものの事業が、

市民の方のことを理解しているということで代表者として出られているという認識で、私

は、いるのですけれども、そういうことですよね。 

 【都市計画課（吉川主査）】はい、そのとおりです。 

 【a委員】法律と、それから市レベルで誰が決めたのかみたいなことを詳しく書いて 

いただければ、ある程度、ｇ委員に対する答えにはなるのかなという気がいたします 

けれども。 

 【都市計画課（吉川主査）】わかりました。法律の根拠の下に市の条例の位置づけの根

拠がございますので、それを提出させていただきたいと思います。 
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 【a委員】この質問事項や意見は、委員個人の質問事項でございます。この委員会で 

調整のうえ、この質問をしようという手順をとっておりませんので、念のため申し上げて

おきます 

 【ｅ委員】要望ですけれども審議会の委員が利用しない側が多いという、それは 

事実だとは思うのですけれども、せっかく担当課で7,000通のアンケートをされたし、タウ

ンミーティングでも80人の方も出てこられたし、だから、これが利用する側の声なのです。

それがどう反映されたかというと、さっき第３回の会議でアンケートの結果とか、タウン

ミーティングの結果を受けた審議会が、委員さんがいろいろ議論を戦わせるのかなと思っ

たら、ほとんどそれはないのですね。だから、非常にそれが残念だった。 初にご説明に

ありましたけれども、この活性化協議会というものが法的に定められたもので、これにつ

いては、こういう構成というのは仕方がないと思うのですけれども、分科会をつくるとい

うことが可能であったというお話あったと思うのです。だから、ぜひ、次、同じような機

会があるのであれば、こういった市民の声を受ける受け皿になるような分科会をつくって、

そこでまとまったものを活性化協議会にぶつけるという形をとっていただければよかった

のかなと思うのです。 

 【a委員】次に管財契約課の庁舎整備事業です。 

 【管財契約課 風間課長】一つ目、審議会（検討委員会のメンバーについて）というこ

とでございます。 

①委員19人の中に議会代表３人が参加していることが理解できない。その理由はいかがか

というものでございます。 

 庁舎機能の中には、議場や議員控え室、委員会室などの議会関連諸室があることから、

議員目線での意見をいただきたかったため、議会議員さんをメンバーとして入れてござい

ます。また、議会では、特定の案件について調査、審議するための特別委員会を設置する

ことはできますけれども、今回の庁舎整備事業につきましては、特別委員会の設置がなか

ったということから、議員代表として、議長、副議長、総務常任委員長の３名について参

加をしていただきました。 

②委員が５年間という任期で良かった点と悪かった点についてでございます。 

 建物の建設事業のため、基本計画、基本設計、実施設計と順を追って詳細な検討をして

いくことから、過去の検討内容を認識している委員がより詳しくなっていく検討内容を把

握しやすいということがよい点だったと認識してございます。また、長期間の検討期間で

あったため、委員への負担が大きかったということが悪かった点かというふうに考えてご

ざいます。 

③女性の視点は委員が少ない中で生かされたかということでございます。 

 授乳室の設置など、子育て時の対応を計画に反映させています。また、女性委員の比率

を上げることは当初から課題としておりましたが、女性の応募者が少なかった状況でござ

いました。 

④平成29年度３回予定が１回のみの理由はということでございます。 

 平成29年度は減築工事に着手しており、現場に入ることもままならないということから、

検討事項がなかったため１回の開催となりました。なお、この１回については、内装の解

体工事が完了したところで、コンクリートのひび割れ、あるいは床のたわみなどが確認さ
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れたために、補修工事などの必要性について検討委員会を開いて検討していただきました。

予算上につきましては、平成28年度に開催した回数３回を計上したためでございます。 

⑤学識経験者はどんな専門家が参加しているのかということでございます。 

 学識経験者としては、大学教授が２名、建築意匠及び都市計画専門が１名と、建築構造

が１名でございます。市民委員が４名、１級建築士が１名、構造設計１級建築士が１名、

建築積算士が１名、それから、環境部門の技術士が１名の計６名でございます。 

 次に、市議会議員が委員となったことについてということで、地方自治においても、行

政と立法、市議会の分立が基本と。庁舎建設事業という行政行為の中に、立法分野、議員

が介入するという誤解されるようなことは避けるべきではなかったでしょうか。これは、

市の審議会全般について言えることだと思います。地方自治法の兼職禁止に抵触しなくと

も、議員の側で断るべきであったと考えますということでございますが、先ほどお答えし

たとおりでございます。 

 議会のほうでは、特別委員会を設置いたしませんでしたので、議会代表から３名推薦し

ていただいたということになってございます。 

 続きまして、会議録についてでございますが、34回の会議録は逐語録のみであり、会議

の流れを知るには、通読するだけでも膨大な時間を要します。簡単な抄録があればよかっ

たと思いますということでございます。 

 市の事業の中でも多額の費用を使う事業であったため、市民の関心も大きく、委員会を

傍聴できない市民への情報提供などの観点から、細かな意見、検討内容も公表したかった

ため、逐語録といたしました。今後、このような委員会があった場合には、抄録での公表

も検討してまいります。 

 ２番目、パブリックコメントについてでございます。 

①パブリックコメントの件数が平成26年度より平成27年度が少ないが、何か周知法等に違

いがあるのでしょうか。 

 平成26年度が52件、平成27年度が42件ということでございますが、パブリックコメント

の周知方法の変更はございません。管財契約課窓口や、市役所玄関での掲示、市ホームペ

ージ、広報、各出先施設での掲示などを行ってございます。 

②２回のパブリックコメントとも、図書館で資料提供されているのに、図書館で結果公表

がされておりません。資料提供を行った場所では、必ず結果公表をお願いしたいと思いま

す。 

 今後、パブリックコメントを行う場合など、結果公表の方法を検討してまいります。 

③広報しろいでの周知について。広報しろい2014年２月１日で、庁舎建設がＣ案で決定、

事業費34億税抜きと市民に周知されています。審議会資料を見ると、41億税抜きと、増え

たことをうかがい知ることができます。建築費が当初予想を大幅に超えたことを広報しろ

いで市民に周知するべきだと思います。 

 平成27年２月１日号にて、基本設計案に関しても掲載をしておりますということで、お

手元に資料を配らせていただきました。平成27年２月１日、庁舎整備基本設計案がまとま

りましたということで、広報を出してございます。 

 この２段目の中段以降に、基本設計案について、概算工事費を算出した結果、昨今の建

設費用の高騰や、設計条件の変更などにより、基本計画概算、建設費31億2,000万となって
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おりますが、先ほど、34億と申し上げましたけれども、この中には設計費、あるいは移転

費などが含まれておりまして、34億となってございます。建設費だけでは31億2,000万より

も大幅な増額となりましたということで、当初、46億6,000万という数字が基本設計のとき

出てございます。それでは1.5倍になって、余りにも膨れすぎてしまうということで、この

46億6,000万の建設コストを削減、縮減するために、検討委員会の中で方法等を検討した結

果、建設費を40億9,000万、約41億に削減したというところでございます。主な減額項目と

して、その左側に書いてございますが、構造形式の変更、新築棟の規模を縮小など、その

ようなことを図りまして、46億6,000万から41億に削減したという内容のものでございま

す。ということで、広報27年２月１日号にも掲載はさせていただいてございます。 

④その他の方法についてということで、住民説明会の結果報告、取り扱いについては、平

成26年度については結果公表が１週間と早いが、平成27年度は約３カ月とかなりの期間に

差がありますが、何か理由はあるのでしょうか。 

 平成26年２月に開催した基本計画に関する住民説明会は、約１週間後にホームページで

内容を公表いたしまして、３月の検討委員会にて内容の報告を行いました。平成27年度２

月に行った基本設計に関する住民説明会では、同月に行われました検討委員会にて回答内

容の報告を行い、その後、公表をしております。検討委員会に報告をしてから公表するこ

とといたしましたので、多少遅れたものでございます。 

 共通事項１、自己評価についてということでございますが、選択した市民参加の手法及

び実施した市民参加の手法についての自己評価と。 

 検討委員会では、非常に活発な議論、検討が行われました。また、住民説明会やパブリ

ックコメントでは、多くの意見が集められ、事業へ市民意見が反映できたというふうに考

えてございます。 

 共通事項２で、条例等の理解度についてということ。市民参加条例逐条解説及び市民参

加の総合的評価、評価基準、条例が求める基準、市民参加推進会議が求める望ましい水準

を十分理解していたかという内容でございます。 

 今回の事業では、市民参加条例での市民参加手法である審議会委員会の設置、パブリッ

クコメントの実施、意見交換会、住民説明会の開催を行って、多くの意見をいただいてご

ざいます。今後、機会があれば、今回の事業では採用していないワークショップなどの手

法も検討していきたいというふうに考えてございます。 

 【a委員】質問ございますか。 

 【ｈ委員】審議会の運営も含めて、非常に丁寧にここまでやるかと思うぐらいされた 

のは私も承知していまして、非常に評価しています。結論的には、こういう形でできて、今

回も質問ということではないのですけれども、例えばこの101の会議室という案内いただい

たけれども、その案内が庁内の中にはないとか、議員控え室というものが１階のこういう

上から見える鳥瞰図みたいなやつには入っているのだけれども、エレベーターとか４階に

行くと、議員控え室とかの案内がなくて、あれ、どこ行ったらいいのだろうということに

なってしまうとか、できたばかりでそういうものにシールみたいなものを張りつけるのは

格好悪いかもわかりませんけれども、その辺の案内を少しわかりやすくしていただけると、

新しい施設なのでありがたいかなと思ってます。以上です。 

 【ｃ委員】地形地盤地質の専門家は入っていましたか。ボーリングだけで終わってはい
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ませんか。 

 【管財契約課 落合主査】地質調査については行っているのですけれども、そういった

ところに関しましては、構造の先生が、大学の教授お一人いらっしゃいまして、あと、構

造１級建築士の方も市民委員で１人いらっしゃいました。 

 【ｃ委員】それは耐震工学、構造計算の話で、確認したいのは、庁舎を建てるのに地 

形地盤地質、これの調査をやったのか、やらないのか。 

 【管財契約課 落合主査】それはやっております。地質調査を行っており、ボーリング

調査も行っております。当初、免震等の案もありましたので、免震に対応できるような調

査も行っております。 

 【ｃ委員】気になったのは、地震の揺れに対して庁舎が壊れてしまうケースが出ている。

それから、水に対して、１階と地下が埋まってしまったということもあった。白井市は、 

結構地盤のいいところに建っているようだけれども、きちんと地形地質地盤。地盤の常時

微動の調査などをして造ったのかどうかを確認したかったわけです。 

 【管財契約課 落合主査】常時微動調査も行っています。 

 【ｃ委員】その情報は、市民に公開しましたか。 

 【管財契約課 落合主査】地質の構成等に関しましては、全て委員会の資料として公表

させていただいております。 

 【ｃ委員】委員会の資料だけでなく、例えば図書館とか、情報公開コーナーにきちん 

と出して、庁舎のところの地盤地形地質はこのようになっていますよという報告をできれ

ばしてほしかった。 

 【a委員】１番目の審議会で議員さんが入ったことについて私も質問しています。 

先ほど、特別委員会つくらなかったので入りましたというご説明あったのですが、基本的

に、特別委員会をつくろうがつくるまいが、私は入らないほうがいいのではないかとそう

思っているのです。例えば、国の審議会に国会議員が入っているという話は聞いたことが

ありません。 

 【ｃ委員】議場が入っているから議員さんを入れるとか、そういうレベルの話ではない 

と思います。もう終わってしまったのですけれども、今後は、市の職員とか議員さんは、

別のところでヒアリングする機会を設けて計画に入れていくという整理をしたほ 

うがいいと思います。 

 【a委員】次に行政経営改革課の白井市行政経営改革実施計画策定事業 

 【行政経営改革課 元田主査補】 

 一つ目の配布された資料から、「平成28、29年度に実施した白井市行政経営有識者会議

による成果が見当たらないが、有識者会議の成果はどのように扱われたのか」ということ

についてお答えします。 

 こちらの行政経営有識者会議という組織と、今回、行政経営改革実施計画をつくりまし

た行政経営改革審議会というのが、異なる附属機関で審議会になっておりまして、直接の

関係はありません。ただ、この行政経営改革実施計画は、行政経営有識者会議が作成しま

した行政経営指針を実行するというための計画となっていますので、計画としては関係が

あるのですけれど、直接会議自体は関係がないところです。 

 なお、先ほどの行政経営指針の項目に基づいて、具体的にどうするかというための実施
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計画という位置づけになっているので、行政経営指針の内容については、行政経営改革実

施計画の中に記述しています。 

 ２番目の「全委員で８名は少ないのではないか」ということについてお答えさせていた

だきます。 

 今回、行政経営改革実施計画を作成しました。こちらについては、行政経営改革、いわ

ゆる行革の実施計画となっているのですけれども、実は以前の計画である行政経営改革大

綱では、進捗状況の助言や策定等について、調査・審議を行う附属機関として、行政改革

推進委員会を平成27年度まで設置していたところです。 

 この行政改革推進委員会は、学識経験者と公共的団体の代表者と、公募市民の10名で組

織していたところです。実際、事務局をやっていたのですけれど、10名の人数の中で議論

するに当たっては、委員一人一人の意見が反映しにくい状況が非常にあったことから、今

回の行政経営改革審議会の委員の人数は、公共的機関の代表者というものを除いた８名で

進めさせていただいたところです。 

 それと併せていただいた質問なのですが、「半分が市民枠であるが、広報上では無作為

抽出の枠があることを知らされていない、市民の関心が高い応募者をどう考えるか」とい

うことなのですけれど、白井市の中で、この公募委員登録制度を設けているところなので

すけれど、こちらについては、従来の一般公募、自分で手を挙げるものと、この登録制度

は併用を原則として、それぞれ委員を１対１とすることを市が定めているところでしたの

で、４名の公募に対して２名を今までの従来の一般公募、それ以外を無作為抽出と予め定

めています。そのため、２名について広報で募集をしたところです。 

 ３番目の「応募者は男12人であったので、決定は男２人だが、男３人、女１人としたら

どうか」という質問についてですが、先ほど説明をさせていただいた内容と重複してくる

ところですけれど、一般公募と無作為抽出の割合については、あらかじめ募集の段階から

２人、２人ということで定めているところです。応募状況が非常に良かったということは、

こちらとしては非常に嬉しかったのですけれど、ここは後で変えてしまうということはで

きないことから、応募のあった人数の男12人、女１人の中から２人を選んだというところ

になっているところです。 

 続いて、「審議会パブリックコメントでどんな資料を配布したのか」という質問につい

てですが、会議の開催に当たって、あらかじめ配布した資料については、白井市総合計画

と、白井市行政経営指針は、あらかじめ配布をさせていただきました。そのほか、会議を

進める中で、資料については、委員の求めに応じて、随時配布しています。具体的には、

今回の「市民参加条例の逐条解説」、「市民活動の現状について」を配布しました。 

 また、市の行っている住民意識調査の中から、「年代別市政情報の入手方法」を一部抜

き出してお渡ししたものと、ホームページにも載っていますが、「意見要望等処理状況」、

「市長の手紙」の一覧表、また、他市の資料になりますけれども、仙台市と横須賀市でこ

のような「市長の手紙」のようなものを分析した資料がありますので、その資料、それぞ

れ100ページを超えるものになりますけれど、仙台市、横須賀市の「市民の声の分析」、そ

れと市の「自治会の現状と市民の意識等について」をお渡しさせていただいているところ

です。 

 市民参加の手法について、「市民参加を審議会とパブリックコメント二つに絞った理由
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と背景について説明されたい」ということなのですけれど、この計画が、いわゆる基本計

画に基づく実施計画という位置付けになっています。通常、市では実施計画の策定に当た

っては、市民参加を行っていないものがほとんどになっています。ただ、この上位計画の

行政経営指針については、市民参加が足りないということは、以前から、計画の段階から

もありましたし、去年、こちらで説明をさせていただきましたけれども、市民参加ができ

ていなかったことから、この実施計画については、通常は市民参加をやっていないのだけ

れど、市民参加をやっていくということを予め定めていたところです。そのため、今回、

計画策定段階において審議会、計画の案ができた時点でパブリックコメントという二つの

計画を実施しました。他の実施計画は通常市民参加を行っていませんので、それと合わせ

たこと、また、計画を１年でつくって、３年間の計画期間ということになっていますので、

市民参加をたくさんやった場合については、策定期間が延びてしまうということもあり、

２年間の計画をつくるのに２年間をかけるということになりかねなかったので、１年でで

きるということで、この二つを考えて実施したというところになっています。 

 市民の声の聴取についてなのですけれども、「増収策、経費削減など市民の声を聞くタ

ウンミーティングや意見交換会など、広く市民の声を聞く手法も採用していただきたかっ

た。」という意見になるかと思いますけれども、先ほどお話をさせていただいたように、

１年間で計画を策定する必要があったということ、また、こちらについては３年間の計画

なのですが、予算要求というのが大体毎年この時期になりますので、この時期までに案を

策定する必要があったということから、実質の計画期間というのは６カ月ぐらいというよ

うな状況になっていました。時間の関係もあったところですけれども、時間と労力、また、

市民の意見を聞くというところから、なかなか策定の段階での市民参加の実施は難しかっ

たというところです。 

 共通１、「自己評価について」ということで、「選択した市民参加の手法と実施した市

民参加の手法についての自己評価」となりますが、先ほどのものと重複しますが、担当課

としては適切であったというふうに考えているところです。 

共通の２、「市民参加条例の逐条解説及び総合的評価、評価基準を十分に理解していたか」

ということについては、十分に理解し、意識しながら実施しました。ただ、こちらの市民

参加推進会議が求める望ましい水準の変更が、職員に通知されたのが昨年11月でしたので、

それ以前のものについては、望ましい水準については、従来の望ましい水準で実施してい

たところになっています。 

 【ｇ委員】有識者会議と、今回の委員会組織は別だから、反映は余りされていないと 

いうようなことなのですけれども、有識者会議というのは、報告書も出されているのです。

お読みになられましたか。 

 【行政経営改革課 元田主査補】行政経営有識者会議は、私どもの課で担当しておりま

したので、もちろん読んでいます。 

説明が足りなかったかもしれませんが、この実施計画の項目は、大項目、中項目というの

があって、その下に、具体的な事業を載せている計画なのですけれども、大項目、中項目

については、行政経営有識者会議でつくった行政経営指針をそのまま書いていますので、

それに補足する計画というような理解でいただければと思います。 

 【ｇ委員】いずれにしても、市の行政として、こういう有識者会議でせっかく得られ 
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たものを反映させるべきだと、そういうことが我々がいただいた資料の中に載っていない

ということで、ご質問をさせていただいたのです。 

 そもそも、この有識者会議の報告書をつぶさに読みましたけれども、わざわざ有識者で

なくても十分できるような従来型パターンの延長線上にありまして、本当にこの有識者会

議が必要であったかどうかをまず問いたいところなのですけれども、それは今回の対象で

はないので。少なくとも、このせっかくやられた有識者会議の成果を十分にこの中で生か

すように、大項目、小項目なんてそんなくだらないことではなくて、基本路線として、市

はこういう有識者からいただいたものをこういう部分、あるいはこういう基本的な考え方

に乗せているのだと、そういうような姿勢が必要ではないかなと思っております。 

 【行政経営改革課 元田主査補】私の説明が悪かったのかもしれませんけれど、例えば

市民活動支援課に関係することですと、行政経営有識者会議で定めていることというのは、

「小学校区単位のまちづくりを推進すること」を定めているのです。この実施計画では何

を定めているかというと、小学校区単位のまちづくりをつくるための具体的なスケジュー

ルなどを位置付けしているものなので、基本的には全で沿ったものになっていますので、

計画として、指針と実施計画はイコールになっているものになっています。ただ、実施計

画については、有識者会議の定めた行政経営指針で足りなかった部分、例えば歳入の確保

とかそういう部分とか、歳出の削減という部分については、追加しているという部分もあ

ります。ですから、基本的には網羅しているというふうに理解していただければと思いま

す。 

 【ｇ委員】この有識者会議というのは、本当に白井市の財政を企業経営のレベルから、

視点から見直そうということで始まって、今のご説明ですと、本当にちまちました話ではな

いですか。もっと広い観点から、そもそもこのあなた方のやっているものも、全体を見直

す必要が私はあると思うのです。市役所の市の行政の財政的な考え方について、市場経営

というか、市場メカニズムを導入すると、そういう視点で取り組んでもらいたいと思うの

です。以上です。 

 【ｃ委員】有識者会議をつくると、計画を実施するための会議だということは理解した。

ところが、それを実施していいのかどうかということをもう一回見直しする必要があるの

ではないかと思っている。 

 そこで少子高齢化の現状を示した人口動態、こういう資料が配られていたのかどうだっ

たか。これ、重要なポイントです。 

 それから二つ目は、決算統計書。政策経営会議をやるのに、決算統計出さないで会議を

やることより情報不足だ。公債比率とか、借金の比率とか、財政力とか、そういう資料を

提出する。要するに、白井が、健全にこれから運営できるかどうかという資料を出して、

見直ししなくてはいけないと思います。それから、３点目、隣の佐倉市がきちっとやって

いるけれども、公共施設のメンテナンス。これから、高度成長時代につくった下水や上水

道が壊れていくのだから。そういったものがこの実施計画に入っているのか、入っていな

いのか。資料として配られているのか、配られていないのかというのは重要なポイントな

ので、その辺はどうなのかを聞きたい。 

 【行政経営改革課 元田主査補】決算統計の関係の資料については、会議の中で、１回

２時間をかけて、人口動態も含めて会議の中の議題として説明させていただいています。
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資料という形ではなくて会議資料になるので、説明を省略しました。質問が委員への情報

提供の資料ということでしたので、さきほど冊子の資料を中心に説明をさせていただいた

ところです。 

 【ｃ委員】決算統計は、千葉県のホームページでは、千葉県内の市町村全部出ている 

。少し前までは非公開だった。各役所が財政状況を見直すときに、計画見直すときに出す

のが常識になる。 

 【行政経営改革課 元田主査補】説明しております。 

 【ｃ委員】では、メンテナンスは。 

 【行政経営改革課 元田主査補】施設のメンテナンスについては、まだ市の中でそうい

う計画がないので、お出しできなかったというところになっています。 

 【ｃ委員】でも、これからの事業をやるときに、公共施設のメンテナンスを考えなく 

て、新しい新規事業だけやったら、役所がパンクする。そっちをきちっとやったほうがい

いと思う。 

 【行政経営改革課 元田主査補】行政経営指針の三つの柱の一つが、公共施設について

ということになっていまして、白井市は、佐倉市と比べて進んでいないというところは事実

なのですけれども、今後、そのものについて、市では進めていくということを決めていて、

実施計画の中にも位置づけをしているというところになっています。 

 【ｃ委員】先にやるのが高度成長時代以降につくった公共施設のメンテナンスにどの 

ぐらい費用がかかるか。メンテナンスというのはものすごく費用がかかる。下水道とか上

水道の管取り替えて。そういうところをきちっと市民にお知らせしておかないと、先に計

画つくってしまって、途中で水道管が破裂して噴水が出たなんて、全国あちこちあるのだ

から。その辺は慎重にやったほうがいいと思います。 

 【a委員】本日 後、環境課の太陽光発電施設の設置・管理に関するガイドライン 

 【環境課 川上参事】事前にご質問いただいておりますので、順番に説明をさせていた

だきます。１点目、審議会についてということで、審議会が諮問を受けると同時に事務局 

が答申原案を提案するようなことが行われているのかというご質問ですが、こちら、通例 

では、審議会が諮問を受けた後、審議を行って、方向性ですとか、あるいは意見がある程 

度出そろった段階で、その意見をもとに答申の原案を事務局が作成し、その案を審議会で 

ご審議いただくといったような形になっております。 終的には、答申として審議会のほ 

うでまとめるという形態をとっております。したがいまして、本ガイドライン作成に関し 

ましても、同様の流れで行っております。 

 次、２点目、審議検討に要した時間についてでございますが、こちらについては、詳細

は今わかりませんけれども、大体のところでいきますと、審議は３回行っておりまして、

第１回の会議でガイドラインについての概要説明と、それに対する質疑を行っております。

これがおおむね１時間程度。第２回目は、こちらは諮問させていただいておりますが、こ

ちらで２時間弱。第３回、答申案の審議で１時間強と、この程度のご審議をいただいてお

ります。また、このほかに、審議会のほうに当日出席できなかった委員さんからも意見を

いただいてという形を行っております。 

 ３点目の女性の参加が少ないがふやす努力をしたのかということでございますが、女性

委員をふやすことにつきましては、この環境審議会の委員構成は、有識者、市民代表、団
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体推薦の代表ということになっております。有識者といたしましては、大学の教員等の学

識者と、それから農業委員会、工業団地協議会、商工会などの団体からの推薦、また、団

体代表として、市民活動団体などの推薦をいただいた方、それから市民公募委員となって

おります。各種団体に適任者の推薦をお願いする形態をとっておりますが、その際に女性

の適任者がいる場合は、配慮をお願いしますといったようなことを、これは文書ではなく

て口頭でお願いをしております。 

 それから、市民公募委員につきましては、無作為抽出名簿、それから一般公募委員の選

考をする際、男女比等の考慮をして、全体を見て枠を決めているといったようなことを行

っております。 

 それから、次が、28年１月広報に環境審議会募集がありますが、この時点で審議内容は

確定していましたかというご質問ですが、この時点では、具体的な審議内容は確定してご

ざいません。通常ですと、いろいろな計画の進捗状況の報告、これは決まっております。

そのほかについては、必要な事案が出たときにご審議をいただくということで、その時点

で出ている場合と出ていない場合がございまして、今回の場合は通常の報告といったよう

なことで募集を行っております。 

 それから、その次が、第３回審議会で十分な審議が行われたかということでございます

が、こちらにつきましては、第１回会議、諮問を行った第２回会議でご審議いただいた内

容をもとに、答申案としてまとめたものについて、ご確認をいただく形で審議をいただい

ております。したがいまして、審議は適切に行われたものということで考えてございます。

 それから、会議録は、情報公開コーナーでも図書館でも見ることができません。ホーム

ページにはありますが、インターネット環境のある市民しか見ることができませんという

ことで、紙ベースの会議録を置いていただきたいということでございますが、実はこちら

は置くのが当たり前という認識があったものですから、配布漏れてしまったということで、

こちらはご指摘をいただきましたので、10月16日にさっそく２カ所に配置をさせていただ

きました。 

 それから、市ホームページだけではなく情報公開コーナー、図書館が 低利用すべき場

所である認識はあるかということでございますが、認識はあったのですが抜けてしまいま

したので、次回からは気をつけます。 

 それから、市民に公表するとは、ホームページ以外には何かないですか。さまざまな年

齢層に対する配慮と多くの方の目に触れる視点を踏まえると、ほかにも公表する場所があ

ると思われるのですが、いかがでしょうかというご指摘でございますが、こちらは検討課

題として、今回ご指摘をいただいておりますので、今後このような形が出てきたときにど

うすべきかということをこれから検討させていただいて、さまざまな年齢層に配慮して公

表に努めるように改善を図りたいと考えてございます。 

 それから、パブリックコメントの募集は、審議会の会議で決まったのか、事務局の発案

なのか。任期終了間際で行われているので気になりましたということでございますが、こ

ちらにつきましては、市民参加の手法の一つとして、いろいろございますけれども、パブ

リックコメントもその一つとして、事務局のほうでどうでしょうかといったようなご提案

をしております。結果的には、 終的に審議会のほうでご決定をいただいたという内容で

ございます。 
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 それから、市民の声の聴取についてということで、近隣に太陽光パネルが設置される可

能性があるという点では、市民全てに直接影響のある事柄である。広く市民の声を聞く手

法をとっていただきたかったというご質問でございますが、こちらにつきましては、本ガ

イドラインの趣旨を踏まえまして、簡単にご説明をさせていただきます。 

 ガイドラインにつきましては、平成24年７月に、再生可能エネルギーの固定買い取り価

格制度が創設されました。太陽光発電を中心に再生可能エネルギーの急激な増加がござい

ました。この中で、新規参入した事業者の中に、専門的知識のないまま事業を開始する者

が多くいたといったようなことで、安全確保ですとか、発電能力の維持の対策がとられな

い、防災あるいは環境上の懸念から、地域住民との関係が悪化するなどの問題が顕在化し

てきたというのが全国的な流れでございます。 

 これを受けまして、国のほうで28年６月に、これはＦＩＴ法というのですけれども、こ

ちらが改正されまして、再生可能エネルギー発電を行う場合に、事業計画を認定しますと

いったような新たな認定制度が創設されまして、これを受けて、平成29年３月に太陽光発

電事業計画策定ガイドラインというものが資源エネルギー庁で策定をされ、公表されてお

ります。このガイドラインでは、企画立案段階、設計施工段階、運用管理段階、それから

終的には、撤去及びパネル等の処分の各段階において、事業を適切に実施していくため

の必要な措置が定められてございます。 

 特にこの中で、地域との関係構築ですとか、周辺環境への配慮が求められているのです

が、実はこれが設置される場所、例えば白井市に設置しようとした場合に、その設置され

る市町村への届け出が義務づけられていなかったといったようなことがございました。こ

のため、行政あるいは近隣の住民の方が事前に情報を把握することができずに、気がつい

たらある日突然、隣に太陽光パネルが並んでしまったといったようなことが起きてしまい

まして、トラブルになるなどの事例が発生したといったようなのがございます。実は、こ

の市内でも、こういった光害の苦情といったようなものが発生した状況があったというこ

とでございます。これを受けまして、市のほうで計画の初期段階からこういった計画を把

握して、事業者が地域住民と良好な関係を構築しながら周辺環境にも配慮した事業が実施

されるような仕組みを構築する必要があるといったようなことから、このガイドラインを

定めることとしたものでございます。 

 本ガイドラインですけれども、実際には市民全般に関係するというのは全くそのとおり

なのですが、主としては発電事業を行う者、要するに事業者に対して、安全確保ですとか、

周辺環境、地域とのトラブルの未然防止、こういったものを図ってくださいといったこと

を目的として行っているものでございます。これらのことから、新聞等のマスコミを利用

した周知ですとか、あるいは既に発電事業を開始している事業者さんに直接ダイレクトメ

ールを送って周知をして、トラブルの防止に努めてくださいといったようなことを行って

おります。 

 ご指摘をいただきました広く市民の声を聞く手法をとっていただきたかったということ

につきましては、パブリックコメントしか行っていないという状況でございます。こちら

につきましては、実際には、困っている方もいらっしゃるということで、なるべく早くそ

ういったものを策定をして、以後の計画に対してこういうトラブルがないようにというこ

とからやっておりましたので、パブリックコメントだけということでございます。 
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 それから次に、防災環境問題ということで、パネルが周辺住民の環境を脅かす事例が発

生していると。それから、近年、台風や地震によってパネルが飛ばされて、崩壊したとい

う話を聞くということで、パネルの防災や環境問題について専門家を加えた検討を行った

のかというご質問ですけれども、これは先ほど申し上げましたように、国がこの発電事業

をする場合に、事業計画を認定するという形になっております。この中には、当然、電気

事業法ですとか、各種法令関係全て網羅してそれに適合しなければ計画として認められな

いといったようなことがございますので、主としては、それはもう審議すべき内容ではな

いということでございます。また、設計防災の専門的な学識者という形では、残念ながら

環境審議会の中には、この分野に関してはいらっしゃらなかったということでございます。

 それから、市民参加の手法でございますが、意見交換会や住民説明会といった市民参加

の手法の拡大を行わなかった背景は何かということでございますが、これは只今ご説明し

ましたように、市民参加の手法としては、当然検討はいたしました。どうしようかという

ことだったのですけれども、ガイドラインについては、主として発電事業を実施する事業

者を対象としていたこと、それから、なるべく早く策定をして、以後のトラブルを未然に

防止するということに主眼を置いたこと、それから、これは別れているのですけれども、

50キロワット以上というのが、いわゆるキュービクルといいまして、受変電設備を置かな

ければいけない、それから電気主任技術者を置かなければいけないといったようなことで、

大規模太陽光発電事業者ということで位置づけまして、既に市のほうで、まちづくり条例

といいまして、開発の際にいろいろと届け出をしてもらうような条例を定めておりました

ので、こちらのまちづくり条例の開発事業の一つとして、こちらを位置づけることによっ

て、条例に定めた手続をとっていただくというスタイルをとりました。 

 これらのことから、パブリックコメントのみ行ったということでございます。 

 それから、共通事項ということで、自己評価ということでございますが、選択した市民

参加の手法及び実施した市民参加の手法についての自己評価につきましては、先ほども申

し上げましたけれども、市民に当然関係する内容でございますが、主として発電事業を行

う事業者を対象としております。市民参加の手法としては、審議会とパブリックコメント

のみを行っておりますが、ガイドラインを早く策定することによって、今後行われる開発

等の中でのトラブル防止、これを早く行うことが必須という考えがございましたので、今

後の事業計画が上がってきた場合の対応が適切に早く行えるというようなことから、不足

はあったかもしれませんが、市民参加の手法としては、おおむね妥当ではなかったかなと

いう評価をしてございます。 

 ちなみに、このガイドラインが作成された以降に上がってきた案件が実はございまして、

こちらの案件では、以前は行われていなかった周辺住民への事前の周知、それから意見を

伺うこと、それから説明会の開催もございまして、地域住民の方と十分な意見交換が行わ

れておりまして、トラブルの未然防止につながっているということで成果が上がったもの

というふうに考えております。 

 それから、条例等の理解度でございますが、これは申しわけございません。理解が不足

しておりましたので、これから気をつけます。以上でございます。 

 【a委員】ご質問ありますか。 

 【ｇ委員】この委員会というのは、環境委員会の中で、この太陽光以外にも幾つか事 
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業があるわけですけれども、実質的に、この中でどのくらいの時間を割いたかというと、

議事録のボリュームから考えると、３分の１程度だったと思うのですね。そうすると、

初の会議が２時間15分、これ一番長くて、２時間、１時間45分、第２回目のときに諮問さ

れているのですね。諮問されていると同時に、答申案まで、原案まで出ているのです。こ

れ、一般の市民が考えたら、見たらば、諮問を受けた段階では、答申案が出るはずがない

のですね、原案は。これはスマートにやるのでしたらば、ワンステップ置いて、次回に審

議をするという委員会があってもいいと思うのですね。これですと、２回目ですね。第３

回会議で答申案を審議して、答申原案、答申したわけですけれども、この時間を見ますと、

いろいろと議事録のボリュームからいって、そのような二、三十分しかないのですね。そ

れで本当に検討ができたかどうか。質問内容を見ても、全く事務局に質問をすると、内容

を検討するというより、質問をするという程度なのですね。 

 この太陽光施設のガイドラインを他の市町村に先駆けて白井市がつくったというのは、

非常に私、大きく評価しているのです。せっかく白井市で先駆けてつくったのであれば、

どこかの委員会を集中審議というような形で、白井市で将来起こるであろう環境にかかわ

るような問題点を取り上げて、それを審議しておいたほうがよかったのではないかと思う

のです。今はパブコメでありますように、反射光の問題が１件だけ上がっているのですけ

れども、将来的には森林の伐採、林の伐採ですとか、急斜地への設置とか、地形の改変、

下草の農薬散布。農薬散布などは大変、松畑もありますし農業地ですから、大きな問題だ

と思います。それから、地下水汚染、こういうものを積極的に取り組むべきではなかった

と思うのです。 

 そもそも、この環境問題、環境審議会の中でやるのが適切だったかどうか、もしどうし

てもならば、１回か２回、集中的な審議会というか、審議を行う会をなさったほうがよか

ったのではないかと思います。非常に僕は残念だと、そういう感じで思っております。 

 【環境課 川上参事】まず、集中審議を行ったほうがいいのではないかということにつ

いては、ご意見として承ります。今後の参考にさせていただきたいというふうに考えます。

 地下水汚染の問題、農薬散布の問題、森林開発の問題、これについては、国のガイドラ

インで実は定められておりまして、適切なものをやりなさいというのが国のほうで出てお

ります。市では、国に沿った形でおおむねつくっておりまして、そのようなことは配慮は

してほしいと。それから、国のガイドラインも守って、市のガイドラインも守って適切に

やってくれということは、来た事業者さんには全てお話をさせていただいております。や

はり環境問題ということで、農薬ですとか何かというのは、非常に皆さん気になさる部分

がありますので、そういう部分については、事業者さんにもなるべくそういう環境負荷の

ないような形でのお願いしたいということは、常々私ども、事業さんにはお願いをしてい

るという状況でございます。 

 森林開発につきましては、これは一定の要件等ございますので、こちらにつきましては、

今、委員からお話あったのは、大きな施設が対象になろうかと思います。例えば、５０キ

ロに満たないものであれば、ちょっとした空き地を使ってもできますし、大規模というと、

例えばメガソーラーで大きな発電設備になろうかと思います。この場合には、若干の土の

移動ですとか何かというのもあるのですけれども、こちら、規模が大きくなってきますと、

先ほど申しましたように、まちづくり条例という、こちらは都市計画課が所管しておりま
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すが、こちらの条例に手続が委ねられまして、その中できちんとした議論が交わされて、

適切な事業が行われるということになっておりますので、ただ、苦しいところが、実は環

境課の立場といえば、地球温暖化防止を図りましょうとか、再生可能エネルギーの普及を

促進しましょうとかいう施策も実は計画の中に掲げておりまして、それとの兼ね合いでど

うしていくかという部分が非常に難しい点がございます。ただ、それも踏まえた上で、両

方バランスをとりながら、近隣住民ともトラブルを起こさず円滑に行っていただけるよう

なものということでつくったのが、このガイドラインということになります。 

 【ｃ委員】国のガイドラインとは別に白井市独自の基準を作った方がいいと思う。 

なお、市民参加の拡大をして、意見交換会とか説明会をしっかりやったほうがいいと思い

ます。 

 【環境課 川上参事】先ほど申し上げましたように、参加の手法としては考えました。

ただし、現実的には困っている方がいたというのが、１点大きなポイントでございまして、

一日でも早くつくりたいと。その方が困っている状況で、その対応している事業者さんに

もこういうことで定めたから、適切な改善図ってほしいと、私どものほうからも要請をさ

せていただいた経緯がございます。 

 【ｅ委員】おっしゃったように、非常にガイドラインを決めておくというのは大事な 

ことで、特に急ぐと思うのですよね。だから、場合によったら、私はこの市民参加条例の

６条第２項、市民参加を行わなかった理由の緊急その他やむを得ないという、これに該当

するものに近いのかなと思うのですけれども。そういうものを迅速に作業をされて、策定

されたので、ガイドラインがあるから、その後の防止がもうできているということなので、

だから、これはすごく見事だなと思うのですよね。 

 だから、非常に難しいのは、市民参加をどこまで取り入れるかどうかという話なのです

けれども、とにかくガイドラインがないことには、市民を守れないということになるので、

それを早く迅速に実行いただいたということはよかったと思うのですけれども、ただ、つ

くった後ですけれども、これから後は、実際のいろいろな問題が起きてくると思うので、

ガイドラインのつくったものの見直しとか改訂とかが必要になってくると思うので、そう

いったときには、市民の声も聞いて、あるいは審議会でもっと時間かけてご審議いただい

て、よりよいものにしていただきたいなと思うのです。 

 【ｆ委員】今後の資料の見方と、今後も含めて知りたいのですけれども、無作為抽出 

の委員の扱いのことなのですが、前の審議会の方から、２対１の割合でとるというのをお

聞きして、この場合、応募者が６名いて、決定者が５名ということで、この人数５名とい

うものは、無作為抽出の方と含めての５名ですか、どういうことになりますか。 

 【環境課 川上参事】実は、環境審議会につきましては、現在やっていただいている方

の選考というものが27年度中に行っておりました。ただ、委嘱が28年にずれこんだという

ことで、実は無作為抽出の名簿の中からは選考がされていないという状況でございます。

今後につきましては、無作為抽出の名簿の中から、おおむね半々になる程度の割合で選出

をしたいなというふうに考えているところです。 

 【a委員】情報公開等と市民参加の手法を広くやっていただきたいということですが、 

その中で一つ、市民参加の情報公開コーナーや図書館でよく欠落しているという話を聞く

のですけれども、管理者が定期的に見るとか、担当課だけでは、どうしてもチェックが甘
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くなるのではないかという気がしていて、そのシステムはどうなっているのですか。 

 【事務局】情報公開コーナーであれば総務課のほうの。管理は総務課なのですけれども、

資料については、各担当課が行っています。 

 【a委員】どうしても抜けてしまうのであれば、もう一つ別の目で見たほうがいいよう 

な気がします。この会議の提案になるのか、要望なのかわかりませんけれども、そのよう 

なことがあったらいいかなと、今日は感じました。 

 

 

議 題 （２）平成29年度市民参加の実施状況に対する総合的評価について 

 【a委員】それでは、二つ目の議題、総合評価の残った２事業について、コメントを 

いただきたいと思います。８番のデータヘルスについては、平均点が31.6ということになっ

ております。 

 【ｂ委員】会議録は「情報公開コーナー」「図書館」「ホームページ」の3カ所で公 

表されることに心がけてほしい。 

 【a委員】他に意見なければ、９番、西白井地区コミュニティ施設建設事業について 

に移ります。これは中間評価になりますので、点数はございませんので、コメントだけと

いうことです。 

 【ｈ委員】この事業は議会の中でも議論があるみたいで、全体としては、地元の人に 

やや配慮したつくり方がされたのだというふうに受けとめているのですけれども、まだ継

続事業だということもあって書きづらいと思い空欄にしました。 

 【ｂ委員】委員の内訳の14名のうち、公募委員２名の団体の代表２名で、その他の 

10名というのは、その他というのは地域の方なんですか。 

 【事務局】委員は、地域の代表の方々、地域というのは自治会の代表の方々、それから

複合センターとか、そういったセンターのほうの利用をされている利用者団体からの代表

の方、あとは小学校区の中の住民の代表の方というような、そんなようなところで幾つか

の委員さんが入って、幾つかのそういう団体さんから出てきている委員さんで構成されて

いるというところになっております。 

 【ｆ委員】私も委員のところで不思議だなと思って、人数が増えている。公募の人数 

は２人と書いてあるけれども、地域の人も含めて全部で３人広報に載っていたのに、２名

になってしまって、あれ、１人どこに行ってしまったのと思いながら眺めていました。 

 【ｅ委員】公募委員が２名ということで、いろいろ皆さんから意見が出ていますけれ 

ども、白井の駅前センターもありますし、西白井の複合センターもありますし、いろいろな

そういった地域センターの一つだと思うので、そのネットワークでつくっていくものだか

ら、地域の方の声を聞くというのは大事でしょうけれども、広く市民の人の声を聞くという

意味では、公募委員がもっと多くする必要があったのではないかなと思います。 

 あとは細かいことになるのですけれども、図書館での周知というものが非常に欠けてい

るのですよね。審議会でもパブコメでも、その他の手法でも、図書館での周知が抜けてい

るのですね。この点はどうだったのかなということも。もう一点は、審議会の会議録が近

くのセンター、例えば西白井複合センターなどでも公表したらよいのではないかというの

が、昨年度の答申に盛り込まれているのです。ですから、これをそのとおりやっていただ
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いているかと思うのですけれども、これ、来年の評価の対象に入ってきてしまうので、ぜ

ひ西白井センターに限らず、近隣センターでの会議録の公表というのは今からお願いして

おきたいと思います。 

 【a委員】これも基準・水準に具体的に規定すればはっきりすると思いますけれども、 

それはまた次年度の検討課題としておいてください。 

 【ｄ委員】来年度以降のことなのですけれども、この項目の書き方がもうちょっと詳 

細がないと、質問事項が多くなってしまって、本来の質問したいことに行けないで終わっ

ているような気がするのです。確認事項みたいな感じで、今回、このヒアリングでお話を

して、そうなのだ、ここに書いてないからわからなかったということが多いので、帳票を

もう少し見直したほうがよいのではないかなと。例えば、先ほどのその他審議会のメンバ

ーも、その他は誰ですか、10名でということで、地域の代表の方ということがわかる。で

も、ここに記載していただければ、その質問は要らないわけなので、もうちょっと帳票を

詳しくすることを来年度以降、今年度終わってから検討をしたらいかがかなというふうに

思いました。 

 【a委員】そこは私も同意見で、来年度の準備として調査票の記載事項を整理すれば、 

手塚先生がおっしゃるように、質問事項少なくなるだろうし。 

 私は、自己評価の項目をぜひ入れてもらいたい。例えば、委員の構成で、公募のところ

も無作為抽出と一般公募の区分がよくわからないところもありますので、次年度の課題と

して、また皆さんのご意見いただいてということにさせてください。 

 【ｄ委員】ヒアリングをしたらわかる、ああそうか、やっぱりということが多いので、

なるべく予め調査票に盛り込んで、その評価にも生かせて、しかもヒアリングにはもっと

具体的な内容をご回答いただけるような形にしたほうが、時間的にも質の高いものになる

と思います。 

 【ｇ委員】ちょっとお尋ねしたいのですが、この委員さんは、もう固定されるのでし 

ょうか。それとも、審議の内容が変わっていますよね。今までが基本的な考え方とか、い

ろいろな住民の意見を集約するとかという。これからは、建築工事そのものに入るので、

委員構成も変える必要があるのではないかなと思うのですが、その辺は、例えば建築の専

門家に入っていただくとか、そういうことをお考えになられているのですか。 

 【事務局】建設準備委員会という組織、検討委員会になっていますけれども、こちらの

方々は、建設段階におきましても、そのままの委員さんで行くことになっております。で

すので、建設の専門家の方々をここで入れ込んでいくということではなくて、建設に当た

って、この建設準備委員会は建物の中身のどういう使い方、どういうような施設がいいか

とか、そういったようなところが検討していただく委員会になっているものですから、そ

の後の建物のところの構造とか、そういったところの中身については、検討をすべきとこ

ろの内容ではないというところでございます。 

４ その他 

 【a委員】次回11月26日は、担当課ヒアリング４事業と本日の二事業を含めた全体の 

総合評価の確認をするという作業を行います。 

 それから、第５回は、総合評価のオーソライズと答申書を今年度末に出しますけれども、

その際の提言をどうするかということです。事務局のほうから、また原案出していただき
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ます。 

 【ｅ委員】提案なのですけれども、今回の会議録、私は一応全部目を通しました。関 

係するものの審議会についての会議録というものを全部、情報公開コーナーで目を通した

のですけれども、結構抜けが多いです。図書館に行っても、図書館でもつづっていないと

いうことが多いのです。つづってあっても会議録だけで、アンケートの結果とかタウンミ

ーティングの結果がつづってないとか。私は一つでいいと思うのですけれども。今、まち

サポができたので、土日でも情報公開コーナーが９時５時であれば入って見られるのです

よね。ですから、図書館と２セットというと酷かなという気がするのですけれども、情報

公開コーナー、祭日はだめですけれども、土日の９時５時は入れる。市民がそこに来て見

られるようなものを１セットつくっておいてほしいというふうにしたらいかがでしょう。

そうすると、基準のほうを改訂してしまうことになるのですけれども。今、基準では、図

書館と情報公開コーナーと会議録を置きなさいとなっているのですけれども、それを情報

公開コーナーだけはきっちりやってくださいよということにしたらどうか。 

 【a委員】それは次年度の課題を整理する中でオーソライズすればいいと思う。 

今日は、西白井複合センターにも置いてほしいという意見も出ているわけで、それと、真 

逆の話ですから、次年度の検討課題の一つとします。 

 

 

次回以降の会議日程  第4回会議 11月26日（月）午後2時～ 

           第5回会議  1月26日（土）午前10時 

[第3回会議終了 午後12時15分] 

 

 


